
【参考】雇用保険受給資格者証の見方 
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待機満了 待機満了日 290514 

 
給付制限期間 290515-290814 離職理由 40 

0830 290815-0829    15   基本手当      ￥000,000-     75 

1122 291025-1112    19   基本手当      ￥000,000- 
支給終了 

◆基本手当日額が 3,612 円以上（60 歳以上は5,000 円以上）の場合、 

失業給付を受給する期間は、扶養から外す手続きが必要となります。 

◆給付制限期間がある場合 

退職日の翌日～給付制限期間終了日（例：29 年 8月 14 日）

までは扶養に入ることができます。 

◆支給開始日（給付制限期間終了日の翌日） 

この印字がされたら、速やかに扶養から外す手続きをしてください。 

この日（例：29 年 8月 15 日）から保険証が使えなくなります。 

支給開始日＝扶養終了日となります。 

 

 

◆支給終了 

この印字が入ると、扶養に入れる手続きができます。 

支給終了日の翌日(例：11 月 13 日)から 60 日以内に届出を受付できれば、

支給終了日の翌日(例：11 月 13 日)から扶養者となれます。 


